
令和６年度（自己説明・公表用紙）

最終更新日：令和７年４月１9 日

岩手県体操協会 スポーツ団体ガバナンスコード＜一般スポーツ向け＞の遵守状況について

＊当協会が定める規則等のうち、公開可能なものについては岩手県体操協会ＨＰにて公開します。

項目

通し番号

原則 自己説明項目 対応状況 自己説明（現在の取り組み状況、今

後改善に取り組む事項等）

１
［原則１］

法令等に基づき適切な団体運営及び事

業運営を行うべきである。

（１）法人格を有する

団体は、団体に適用さ

れる法令を遵守してい

るか。

法人化をしていない。

２
［原則１］

法令等に基づき適切な団体運営及び事

業運営を行うべきである。

（２）法人格を有しな

い団体は、団体として

の実体を備え、団体の

規約等を遵守している

か。

Ａ

岩手県体操協会規約に基づき適切な

団体運営及び事業運営を行ってい

る。また、中央競技団体日本体操協

会や岩手県スポーツ協会の関連規約

や通知に従い運営している。

３
［原則１］

法令等に基づき適切な団体運営及び事

業運営を行うべきである。

（３）事業運営に当た

って適用される法令等

を遵守しているか。

Ａ
遵守している。

４
［原則１］

法令等に基づき適切な団体運営及び事

業運営を行うべきである。

（４）適切な団体運営

及び事業運営を確保す

るための役員等の体制

を整備しているか。

Ａ
規約に基づき整備している。

５
［原則２］

組織運営に関する目指すべき基本方針

を策定し公表すべきである。

（１）組織運営に関す

る目指すべき基本方針

を策定し公表している

か。
Ａ

2024 年度（令和 6 年度）から 5 年間

の基本計画を策定した。方針・テー

マ・達成目標、計画等は常任理事

会・総会で承認された。次年度より

公表する。

６
［原則３］

暴力行為の根絶等に向けたコンプライ

アンス意識の徹底を図るべきである。

（１）役職員に対し、

コンプライアンス教育

を実施しているか、又

はコンプライアンスに

関する研修等への参加

を促しているか。

Ａ

年に 1 回定期的にコンプライアンス

委員会事務局会議及び委員会会議を

開催し情報交換等を行っている。ま

た協会員への全体研修会を開催し周

知している。

コンプライアンス規程作成・開示

７
［原則３］

暴力行為の根絶等に向けたコンプライ

アンス意識の徹底を図るべきである

（２）指導者、競技者

等に対し、コンプライ

アンス教育を実施して

いるか、又はコンプラ

イアンスに関する研修

等への参加を促してい

るか。

B

年に 1 回コンプライアンス研修会を

開催し周知している。また啓発活動

として、日本体操協会のチラシ配布

やハラスメント調査を行っている。

今後は競技者へ調査等も実施してい

きたい。



８
［原則４］

公正かつ適切な会計処理を行うべきで

ある。

（１）財務・経理の処

理を適切に行い、公正

な会計原則を遵守して

いるか。
Ａ

本協会会計規程に基づき、業務を進

めている。会計に詳しい者（学校事

務職・JA 事務職経験者）を監事とし

て選任し、監査等受けている。

９
［原則４］

公正かつ適切な会計処理を行うべきで

ある。

（２）国庫補助金等の

利用に関し、適正な使

用のために求められる

法令、ガイドライン等

を遵守しているか。

Ａ

県スポーツ協会の補助事業につい

て、契約に基づいた実施・報告を行

っている。

10
［原則４］

公正かつ適切な会計処理を行うべきで

ある。

（３）会計処置を公正

かつ適切に行うための

実施体制を整備してい

るか。

Ａ
契約に基づき体制を整備している。

会計担当者・監査担当者を複数おき

常任理事会・総会において報告・承

認を得ている。

11
［原則５］

法令に基づく情報開示を適切に行うと

ともに、組織運営に係る情報を積極的

に開示することにより、組織運営の透

明性の確保を図るべきである。

（１）法令に基づく情

報開示を適切に行って

いるか。
Ａ

令和 7 年度の常任理事会及び総会で

は、ガバナンスコードについて説明及

び理解を得て、協会ＨＰにおいて必要

に応じた情報を開示する。

12
［原則５］

法令に基づく情報開示を適切に行うと

ともに、組織運営に係る情報を積極的

に開示することにより、組織運営の透

明性の確保を図るべきである。

（２）組織運営に係る

情報の積極的な開示を

行っているか。
Ａ

令和 7 年度の常任理事会及び総会で

は、ガバナンスコードについて説明及

び理解を得て、協会ＨＰにおいて必要

に応じた情報を開示する。

13
［原則６］

高いレベルのガバナンスの確保が求め

られると自ら判断する場合、ガバナン

スコード＜中央競技団体向け＞の個別

の規定についても、その遵守状況につ

いて自己説明及び公表を行うべきであ

る。

自らに適用することが

必要と考えるガバナン

スコード＜中央競技団

体向け＞の規定がある

か。

（ある場合は下欄に記

述）原則■について

14
［原則６］

高いレベルのガバナンスの確保が求め

られると自ら判断する場合、ガバナン

スコード＜中央競技団体向け＞の個別

の規定についても、その遵守状況につ

いて自己説明及び公表を行うべきであ

る。

自らに適用することが

必要と考えるガバナン

スコード＜中央競技団

体向け＞の規定がある

か。

（ある場合は下欄に記

述）原則■について

＊「対応状況」欄には、下記のＡ Ｂ Ｃのいずれかを記入下さい。

  【対応状況に係る自己評価】   Ａ：対応している

                   Ｂ：一応対応している

                   Ｃ：対応できていない


